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燕市こども計画（案）新旧対照表について 

 

№ 頁 修正前 修正後 

１ 全体 

 誤字脱字やフォントサイズ等を修正し、文章を分かりやすい

表現に修正いたしました。また、一部の数値を直近の実績に

基づき見直しました。 
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２ 24 
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３ 26 

（掲載なし）   
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４ 31 

（掲載なし）  
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５ 50 

１．こどもの権利を尊重する取組の推進 

こどもの権利を守ることは大人の責任と義務です。わが国

は、こどもの基本的人権を国際的に保障するための「子ども

の権利条約」を批准しており、こどもの権利を尊重する取組

が進められています。 

本市では、これまでも、こどもや若者の意見等を施策に取

り入れてきており、子ども記者による「広報つばめ子ども版

の発行」をはじめ、「スケートボード場の整備運営」は、そ

の取組を具現したものです。また、「燕市役所まちあそび

部」の活動は、高校生自らのアイデアをまちづくりに活かす

ことができるよう市がサポートしている事業であり、まさ

に、こどもたちの意見が反映された取組といえるものです。

この他に、令和６年度に新たに取り組んだ「こどもから贈る

『ありがとうのプレゼント』事業」を実施する際にも、保育

園等でこどもたちの意見を聴いて、その意見を事業計画に取

り入れています。 

すべてのこども・若者が、家庭や学校、地域などにおいて

意見を形成し、日常的に意見を言い合える機会や、権利の主

体として尊重され、意見が聴かれ、その意見が尊重される機

会を、乳幼児期から学童期・思春期・青年期に至るまで持つ

ことができるよう、こどもや若者が自由に意見を表明しやす

い環境整備と気運の醸成に取り組みます。併せて、こども・

若者の意見がこども政策に反映されるよう、意見聴取に努め

ます。 

また、燕市人権教育・啓発推進計画に基づき、こどもの権利

１．こどもの権利や意見を尊重する取組の推進 

こどもの権利を守ることは大人の責任と義務です。わが国

は、こどもの基本的人権を国際的に保障するための「子ども

の権利条約」を批准しており、こどもの権利を尊重する取組

が進められています。 

本市でも、燕市人権教育・啓発推進計画に基づき、こども

の権利について理解を深めるための情報提供や啓発を行うと

ともに、こどもの権利が侵害された場合の相談窓口を設置・

周知し、取組を後押しします。 

また、すべてのこども・若者が、家庭や学校、地域などに

おいて意見を形成し、日常的に意見を言い合える機会や、権

利の主体として尊重され、意見が聴かれ、その意見が尊重さ

れる機会を、乳幼児期から学童期・思春期・青年期に至るま

で持つことができるよう、こどもや若者が自由に意見を表明

しやすい環境整備と気運の醸成に取り組みます。併せて、こ

ども・若者の意見がこども政策に反映されるよう、意見聴取

に努めます。 

本市では、これまでも、こどもや若者の意見等を施策に取

り入れてきており、子ども記者による「広報つばめ子ども版

の発行」をはじめ、「スケートボード場の整備運営」は、そ

の取組を具現したものです。また、「燕市役所まちあそび

部」の活動は、高校生自らのアイデアをまちづくりに活かす

ことができるよう市がサポートしている事業であり、まさ

に、こどもたちの意見が反映された取組といえるものです。

この他に、令和６年度に新たに取り組んだ「こどもから贈る
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について理解を深めるための情報提供や啓発を行うととも

に、こどもの権利が侵害された場合の相談窓口を設置・周知

し、取組を後押しします。 

『ありがとうのプレゼント』事業」を実施する過程でも、こ

どもたちの意見を尊重するために、「家族にありがとうの気

持ちと一緒にプレゼントしたいもの」について意見を聴き、

花に決定しました。 

６ 52 

・乳幼児や児童とその保護者を対象とした地域子育て支援拠

点事業（ひろば型）、親子向け講座、各種教室等の開催 

・乳幼児や児童とその保護者を対象とした地域子育て支援拠

点事業（一般型）、 親子向け講座、各種教室等の開催 

７ 57 
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８ 61 

 

 

 

 

 

９ 74 

（掲載なし）  

 

【本章で使われる用語の説明】 

量の見込み： 

各子育て支援事業で必要とされる事業量の見込み（需要）

を表します。 

確保方策： 

量の見込み（需要）に対して、どのように供給を確保して

いくかの方法であり、計画の数値目標として算出したもの

です。 

例）幼児期の教育・保育の量の見込みに対する確保方策 

  →年齢区分別に算出した、園児を受け入れるために必

要となる方策（受入可能人数） 
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見込み量： 

各事業計画において見込まれる需要量（ニーズ量）を表し

ます。 

提供量： 

見込み量に対し確保方策を講じた上で、提供可能と見込ま

れるサービス等の供給量を表します。 

10 
74～

101 

※病児・病後児保育事業（93ページ）  

 

 

 

 

 

 

※同様の追記を、幼児期の教育・保育の量の見込み（P77、

P78、P80、P81）、一時預かり事業（P90、P91）、延長保育事

業（P92）、乳児等通園支援事業（P100）で行いました。 

追記前 追記後 

見込み量 見込み量（利用人数） 

確保方策 確保方策（受入可能人数） 

提供量合計 提供量（受入可能人数） 
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11 
74～

101 

 各事業の令和６年度実績値を、計画策定に間に合う最新の数

値を記載いたします。 

12 79 

（掲載なし）  

 

 

 

 

 

 

 

13 93 
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14 95 
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15 96 

～略～ 

今後とも、社会経済情勢や児童数の推移を踏まえ、学校の余

裕教室等の活用も視野に効率的な運用を行います。 

～略～ 

さらに、放課後児童支援員の資質向上を図りながら、総合的

な視点で放課後児童の安全・安心な居場所づくりについて調

査・研究し、児童クラブとしての役割をさらに向上させる具

体的な方策を講じるとともに、広報等を通じ利用者や地域住

民への周知を検討していきます。 

～略～ 

今後とも、社会経済情勢や児童数の推移を踏まえ、学校の余

暇教室等の活用 及び地域住民の参画を得て実施している放

課後子供教室との連携も視野に 効率的な運用を行います。 

～略～ 

さらに、放課後児童支援員の資質向上を図りながら、総合的

な視点で放課後児童の安全・安心な居場所づくりについて関

係機関との連携により、第三の居場所等調査・研究し、児童

クラブとしての役割をさらに向上させる具体的な方策を講じ

るとともに、広報等を通じ利用者や地域住民への周知を検討

していきます。 
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16 97 

（掲載なし） 
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17 98 

（掲載なし）  

 

 

 

 

 

18 98 
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19 100 
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20 101 

各地域の教育・保育施設等の利用状況を把握した上で、認

定こども園への円滑な移行に必要な情報を提供し、移行への

支援や促進を継続します。 

また、「第２次燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画【改定

版】」の計画期間中（令和８(2026)年度まで）において は、

国の子育て支援策や民間事業者の動向を注視するとともに、

引き続き将来的な園児数の推移や保護者ニーズを勘案し、今

後の認定こども園の普及について方向性を検討していきま

す。 

私立保育園を運営する社会福祉法人等が認定こども園への

移行を希望する場合には、認定こども園への移行に必要な情

報提供や助言を行う等、円滑な移行への支援を継続します。 

また、今後の認定こども園の普及に関しては、教育・保育

施設等の利用状況や将来的な園児数の推移及び保護者ニーズ

を勘案するなどして、各地域にバランスよく配置できるよ

う、引き続き取り組んでいきます。 


